
国立研究開発法人産業技術総合研究所防災業務実施規程 

 

制定 平成17年９月30日 17規程第61号 

最終改正 令和７年４月１日 令06規程第37号 一部改正 

 

 

（目的） 

第１条 この規程は、国立研究開発法人産業技術総合研究所（以下「研究所」という。）にお

ける、防災に関して必要な体制を確立し、災害が発生した場合又はそのおそれがある場合に

とるべき措置を定めることにより、総合的かつ計画的な防災の推進を図り、もって役員、職

員、契約職員その他の者の生命、身体及び研究所の建物、施設等を災害から保護することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は

大規模な火事、爆発、放射性物質の大量放出その他の大規模な事故により生じる被害をい

う。 

二 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害

の復旧を図ることをいう。 

（防災の基本方針） 

第３条 研究所における防災の基本方針は、次に掲げるとおりとする。 

一 防災をめぐる社会構造の変化に的確に対応し、周到かつ十分な防災措置を講じること。 

二 災害が発生した場合において、その被害の拡大を防止するため、迅速かつ的確な応急措

置が行えるよう防災体制を整備すること。 

（役職員等の責務） 

第４条 役職員等（役員、職員及び契約職員並びに役員、職員及び契約職員以外の者であって

研究所の業務を行う者をいう。以下同じ。）は、災害が発生した場合又はそのおそれがある

場合は、第７条第２項に規定する防災対応マニュアルに従って行動するとともに、第12条第

１項の災害対策本部及び第15条の中央災害対策本部の指示に従わなければならない。 

（防災の統括管理者） 

第５条 東京本部の事業所長及び研究拠点（つくばセンターを除く。）の所長並びに研究環境

整備本部長（以下「所長等」という。）は、所長等がそれぞれ管轄する東京本部又は当該研

究拠点（研究環境整備本部長においてはつくばセンター）の防災について、統括管理する。 

２ 所長等は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は災害の発生を防止し、又は災

害の拡大を防止するため、災害応急対策又は災害の復旧を実施しなければならない。 

（防災委員会） 

第６条 東京本部及び研究拠点（以下「研究拠点等」という。）に、防災委員会を置く。 



（防災委員会の任務） 

第７条 防災委員会は、当該研究拠点等の防災に関して、次に掲げる事項を行う。 

一 防災に関する調査及び企画立案 

二 災害予防対策、災害応急対策等の策定 

三 防災訓練の企画立案 

四 その他防災の推進に関し必要な事項 

２ 委員会は、当該研究拠点等における災害発生時の防災体制、防災活動等についての防災業

務マニュアル及び役職員等がとるべき実践的行動についての防災対応マニュアルを策定しな

ければならない。 

（防災委員会の組織） 

第８条 防災委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は、当該研究拠点等の所長等をもって充てる。 

３ 副委員長及び委員は、所長等が指名する。 

４ 委員長は、防災委員会の会務を総理する。 

５ 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代理する。 

（訓練及び教育の実施） 

第９条 所長等は、次に掲げる訓練及び教育を行うものとする。ただし、支所においては、当

該支所の事業所長（以下単に「事業所長」という。）に行わせるものとする。 

一 災害の発生を想定した防災訓練 

二 役職員等に対する予想される災害に対処するための知識について必要な教育 

２ 所長等及び事業所長は、前項第１号の防災訓練が実践的かつ効果的なものとなるよう、あ

らかじめ十分な準備を行うとともに、防災訓練実施後はその結果を評価するものとする。ま

た、事業所長は、結果の評価を当該研究拠点等の所長等に報告するものとする。 

３ 所長等は、前項の報告があった場合は、必要に応じ防災対策の点検、見直し等を行うもの

とする。 

（災害予防） 

第10条 所長等は、災害の発生を未然に防止し、及び災害が発生した場合に備えるため、次に

掲げる事項を行うものとする。ただし、支所においては、事業所長に行わせるものとする。 

一 発火性、引火性及び爆発性のある危険物並びに人体に有害な化学薬品等を有する施設の

把握 

二 備品の転倒防止対策の充実及び非常用発電設備の維持管理並びに食料、飲料水等生活必

需品の備蓄 

（外部関係機関等との連携） 

第11条 所長等は、災害が発生した場合に備え、当該研究拠点等が置かれる地域の地方公共団

体、防災関係機関及び周辺地域の研究所以外の機関と協力体制を構築する。 

２ 所長等は、災害が発生した場合に災害応急対策及び災害の復旧の実施に必要な情報を迅速

に収集及び伝達するために、国、地方公共団体及び当該研究拠点等と関係のある事業者との

情報連絡体制を確立する。 



３ 所長等は、前項の情報連絡体制を役職員等に周知するとともに、防災訓練等を通じて定期

的に当該連絡体制の実効性を確認するものとする。ただし、支所においては、事業所長に確

認させるものとする。 

４ 所長等は、当該研究拠点等に災害が発生した場合は、その復旧又は復興に当たり、地方公

共団体の防災業務計画等に従い、又は必要に応じて適切な協力を行うものとする。 

（災害対策本部） 

第12条 所長等は、当該研究拠点等において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に

おいて、災害応急対策又は災害の復旧の実施の必要があると認めるときは、当該研究拠点等

に災害対策本部を設置することができる。 

２ 所長等は、災害対策本部を設置した場合は、その旨を、研究環境整備本部長を経て理事長

に報告しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、中央災害対策本部が設置される場合において、災害対策本部を

廃止するときは、中央災害対策本部長の同意を得なければならない。 

（災害対策本部の任務） 

第13条 災害対策本部は、次に掲げる事項を行う。 

一 災害応急対策の実施 

二 災害発生時の連絡調整 

三 災害発生時の被害拡大防止 

四 災害復旧策の策定及び実施 

五 その他必要な事項 

（災害対策本部の組織等） 

第14条 災害対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、当該研究拠点等の所長等をもって充てる。 

３ 副本部長及び本部員は、当該研究拠点等の役職員等のうちから、所長等が指名する。 

４ 本部長は、災害対策本部の事務を統括し、当該本部の活動全般の指揮及び当該研究拠点等

の災害の状況把握を行う。 

５ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

６ この規程に定めるもののほか、災害対策本部の組織、運営等については、別に作成する当

該研究拠点等の防災業務マニュアルに従うものとする。 

（中央災害対策本部） 

第15条 理事長は、第12条第２項の報告を受けた場合は、研究所に、中央災害対策本部を設置

することができる。 

（中央災害対策本部の任務） 

第16条 中央災害対策本部は、次に掲げる事項を行う。 

一 研究拠点等の災害対策本部が実施する災害応急対策の総合調整 

二 災害に対する緊急措置の実施 

三 その他必要な事項 

２ 前項各号に規定する事項に係る具体的な業務についての中央災害対策本部業務マニュアル



は、環境安全部が策定する。 

（中央災害対策本部の組織等） 

第17条 中央災害対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は、副理事長をもって充てる。 

３ 副本部長は、企画本部長及び研究環境整備本部長をもって充てる。 

４ 本部員は、次の各号に掲げる班を組織するものとし、それぞれ当該各号に定める本部及び

部の職員のうちから、本部長が指名する。 

一 総括班 企画本部、運営統括本部及び研究環境整備本部 

二 広報班 ブランディング・広報部 

５ 本部長は、中央災害対策本部の事務を統括し、当該本部の活動全般の指揮及び災害の状況

把握を行う。 

６ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長の指名により、いずれ

かの一人が、その職務を代理する。 

７ この規程に定めるもののほか、中央災害対策本部の組織、運営等については、別に作成す

る中央災害対策本部業務マニュアルに従うものとする。 

 

附 則（17規程第61号） 

（施行期日） 

１ この規程は、平成17年10月１日から施行する。 

（つくばセンター防災業務実施要領の廃止） 

２ つくばセンター防災業務実施要領（14要領第３号）は、廃止する。 

附 則（18規程第45号・一部改正） 

この規程は、平成18年５月１日から施行する。 

附 則（22規程第88号・一部改正） 

この規程は、平成22年10月１日から施行する。 

附 則（25規程第32号・一部改正） 

この規程は、平成25年10月１日から施行する。 

附 則（26規程第28号・一部改正） 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（26規程第71号・一部改正） 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（27規程第14号・一部改正） 

この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（27規程第69号・一部改正） 

この規程は、平成27年10月１日から施行する。 

附 則（令02規程第12号・一部改正） 

この規程は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則（令04規程第53号・一部改正） 



この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令05規程第20号・一部改正） 

この規程は、令和５年10月１日から施行する。 

附 則（令06規程第37号・一部改正） 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

 


